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（4）　業種別の主な償却資産の内容

償却資産を「業種」別に例示すると、次のとおりです。（　）内の数字は、各資産の耐用年数です。

フェンス（10）、看板（金属製（20）、金属以外（10））、塀（15）、舗装路面（アスファルト（10）、

コンクリート（15））、テレビ（5）、パソコン（4）、冷蔵庫（6）、エアコン（6）、アンテナ（10）、

屋外消火栓（8）、街路灯（10）、エレベータ（17）、太陽光発電設備（17）　等

防犯カメラ（6）、緑化施設（20）、自転車置場（7）、屋外給排水設備（15）、

外灯（10）　等

食卓（5）、椅子（5）、厨房用品（5）、カラオケ（5）　等

理・美容椅子（5）、応接セット（8）、パーマ器（5）、消毒殺菌設備（4）、

湯沸かし器（6）、蒸し器（6）　等

ブルドーザー（6）、パワーショベル（6）、ミキサー（6）　等

ビニールハウス（8）、田植機（7）、稲刈機（7）、井戸（10）　等

業種 主な償却資産

全業種

飲食業

理・美容業

建設業

農業

不動産賃貸業

（共同住宅・駐車場　等）



（5）　建物附属設備に係る償却資産と家屋の区分

建物附属設備には、償却資産に該当するものと家屋に該当するものとがあります。

主な設備の償却資産と家屋の区分は次のとおりです。

設備の種類

建設工事

電気設備

空調設備

換気設備

運搬設備

業務用設備

給排水設備

ガス設備

消化・消防
設備

設備の分類

内装工事

外構（外装）工事

受変電設備・
高圧受変電設備

予備電源設備

動力配線設備

電話等設備

拡声放送設備

火災非常通報等設備

監視カメラ配線等設備

その他設備

給排水設備

設備の内容 家屋

ア.　自己所有家屋の建物附属設備

家屋の所有者がその家屋に施した建物附属設備のうち次に掲げるものは、申告の対象となります。

イ.　テナント等貸借人の建物附属設備
　ビル等を借り受けて事業をしている方が、自らの費用で施工した内装、電気、給排水、ガス、空調設備等は、
償却資産に該当します。

○特定の生産又は業務の用に供しているもの

○独立した機械及び装置としての性格の強いもの

○建物と構造的に一体となっていないもの

○顧客に対するサービス設備としての性格が強いもの

償却
資産

天井 ・壁 ・床仕上、自動扉装置（開閉装置一式） ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

家具 ・ カウンター、パーテーション、メールボックス

設備一式

蓄電池、発電設備、無停電電気設備　等

特定の生産又は業務用設備一式

上記以外の設備一式

LAN 設備一式

装置及び機器類

配線 ・配管 ・埋め込み式スピーカー等

火災報知設備、非常通報装置一式

回転灯、ガス警報器

受像機（テレビ）、カメラ、録画装置

中央監視制御設備一式

避雷設備

屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備

屋外設備、特定の生産又は業務用設備

屋内の配管等、高架水槽、ポンプ

屋内の配管等

消化器、避難器具、ガスボンベ等

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等

エアコン（壁掛型、ウインド型）

エアコン（埋込式エアコン）

ドラフトチャンバー、スクラバー

送風機、換気扇、排風機、ダクト

家屋と構造上一体ではないもの

家屋と構造上一体のもの

特定の生産又は業務用設備一式

上記以外の設備一式

配管、配線

電話配線設備

広告塔、芝生、ポール、カーブミラー、貯水池

ガス設備

消火栓設備

工場等の生産設備

工場等のガス設備

気送管設備、
メールシュート設備等
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　修正申告をしてください。新たな申告書で申告するか、以前提出した申告書がある場合は、申告書の控え
の写しへ赤字で修正したものを提出してください。

市外移転

市外移転

資産税課家屋
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８ ２ ２ 月

資産税課

shisanzei@city.iwata.lg.jp



　期限までに申告書の提出がなかった場合は、前年中に資産の異動がないものとみなして課税
処理させていただきます。

※申告書の18備考「2.増減なし」

に○をつけてください。

※申告書の18備考「2.増減なし」

に○をつけてください。

148

148

資産税課家屋

グループにお問い合わせください。



148

148

資産税課家屋

グループにお問い合わせください。





資産税

資産税

対象資産 特例率 適用条項 添付書類

農業協同組合等が所有する共同 
利用設備

1/2 
（最初の 3年間）

法 349 条の 3第 3項 補助金の申請書の写し等

遊覧船以外の内航船舶 1/2 法 349 条の 3第 5項 船籍票及び登録票の写し等

汚水又は廃液の処理施設 1/2
法附則第 15 条第 2項第 1号
市条例附則第 16 条の 2

施設の設置届出書の写し等

ごみ処理施設 1/2 法附則第 15 条第 2項第 2号 施設の設置届出書の写し等

産業廃棄物処理施設 1/3 法附則第 15 条第 2項第 4号ロ 施設の設置届出書の写し等

先端設備等導入計画に従って
取得した生産性向上設備

令和 5年 3月 31 日までに認定
を受け、 取得した場合

０
 （最初の 3年間）

旧法附則第 15 条第 41 項
法附則第 64 条
市税条例附則第 16 条の 2

・ 計画の申請書の写し
・認定書の写し
・工業会等による証明書の写し

賃上げ
表明なし

令和 5年 4月 1日以降
に認定を受け、令和 7年
3月 31 日までに取得した
場合

1/2
（最初の 3年間）

法附則第 15 条第 44 項
・ 投資計画に関する確認書の写し
・認定を受けた計画の写し
・認定書の写し

賃上げ
表明あり

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月 31 日に
取得した場合

1/3
（最初の 5年間）

法附則第 15 条第 44 項

上記添付書類及び
賃上げ表明書類の写し

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月 31 日に
取得した場合

1/3
（最初の 4年間）

法附則第 15 条第 44 項

令和 7年 4月 1日から
令和 9年 3月 31 日に
取得した場合

賃上げ 1.5％以上

1/2
（最初の 3年間）

法附則第 15 条第 43 項
賃上げ 3％以上

1/4
（最初の 5年間）
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償却資産申告書（償却資産課税台帳）

書送付�
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該当する項目に○をつけてください。

�. 資産増減あり　　　�. 増減なし　　　�. 該当資産なし

�. �業 ・ �� ・ 市��転 （　　　　　年　　　　　月）

�. �却 （　　　　　年　　　　　月 ・ �却�　　　　　　　　　　　）

6. その他 （具体的に記入してください。）
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3. 申告書の記入方法について

(1) 「償却資産申告書（償却資産課税台帳）」（緑色）の各欄の記入方法

〇住所、 氏名、 取得価額 （前年前に取得したもの （イ））は、昨年までの申告に基づいて印字しています。
〇印字している内容に変更がある場合は、 抹消線を引き、 余白に正しい内容を記入してください。

提出日を記入してください。 年度を記入してください。

住所・氏名
住所、氏名（屋号があれば屋号も）及び電話番号

を記入してください。

計（二）

（イ） ー （口） ＋ （ハ）

取得価額

前年前に取得したもの（イ）

前年前に取得した資産の取得価額の合計額を
資産の種類別に記入してください。

前年中に減少したもの（ロ）

（イ）のうち前年中に減少した資産の取得価額
の合計額を資産の種類ごとに記入してください。
この欄の合計額は種類別明細書（減少資産用）
の取得価額と同じです。

前年中に取得したもの（ハ）

今回新たに申告していただく資産の取得価額
の合計額を資産の種類ごとに記入してください。
この欄の合計額は種類別明細書（増加資産用）
の合計額と同じです。

※電算処理されている方は

　記入してください

評価額（ホ）、決定価額（へ）

評価額の合計額を資産の種類別に記入してく
ださい。全資産申告の場合は、 種類別明細書
（全資産用）の「価額」の合計欄と同じです。

課税標準額（ト）

決定価額（へ）から特例控除額を差し引いた金
額を種類別に記入してください。

所有者コード
本市から送付した印字済の申告書を使用しな
い場合は転記してください。

個人番号／法人番号
個人の方は12桁の個人番号を、法人にあたって
は13桁の法人番号を右詰めで記入してください。
「＊」印字がされている方については記入を省略
していただいて差支えありません。

事業種目
事業の内容を具体的に記入してください。
事業種目が複数ある場合は、主な事業種目を記
入してください。
法人の場合は、資本金の額も記入してください。

この申告に応答する者の係る及び氏名

税理士等の氏名

この申告書の内容について応答できる方の氏
名及び電話番号を記入してください。

事業用家屋の所有区分
事業用資産の所有区分いついて該当する方を
○で囲んでください。

借用資産（有・無）
借用資産（リース資産・レンタル資産）の有無に
ついて該当する方を○で囲んでください。
借用資産がある場合は、貸主の名称等を記入
してください。

事業開始年月
個人の方は事業を開始した年月を、法人は設
立した年月を記入してください。

各項目の有無等について該当する方を○で囲
んでください。

市（区）町村内における

事業所等資産の所在地

磐田市内における事業所等資産の所在地を記
入してください。また、2以上の事業所等資産の
所在地がある場合は、それぞれの所在地名を
記入し、その主たる番号を○で囲んでください。

備考
該当する項目に○をつけてください。

6. その他には、次のような事項を記入してくださ
い。

ア　前年中に所有者の住所、氏名又は名称等
に異動があった場合の異動年月日及び旧
住所、旧氏名等参考になる事項

イ　非課税に該当する資産を所有している場合
は、その適用事項

ウ　その他、この申告に必要な事項及び償却資
産の評価について参考となるべき事項

9 10



8

1

1

1
2
2
6
6

5
5
5
5
5

07
07
07
07
07

03
01
03
05
06

1 000 000
5 000 000
2 500 000
380 000
220 000

10
5
5
6
5

9 100 000

1
1
1
1
1

資産の種類
資産の種類に対応する１から６までの数字を記入

してください。

 番号 資産の種類

 1 構築物

 2 機械及び装置

 3 船舶

 4 航空機

 5 車両及び運搬具

 6 工具、器具及び備品

(2)「種類別明細書（増加資産・全資産用）」（青色）の各欄の記入方法

年度を記入してください。

増加事由
資産を取得した事由において、該当する番号を○

で囲んでください。

 番号 増加事由

 1 新品取得

 2 中古品取得

 3 移動による受け入れ

 4 その他

 　　　　（具体的な理由を摘要に記入してください。）

耐用年数
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表

第１から別表第9まで（別表3及び4を除く）に掲

げる耐用年数を記入してください。

16ページに主な償却資産の耐用年数表があり

ます。

種類別明細書（増加資産・全資産用）のページ数

を記入してください。

所有者名を記入してください。

資産コード
記入する必要はありません。

取得価額
当該資産の取得価額を記入してください。

「取得価額」は資産を取得するために通常支出す

べき金額（購入手数料、運送費、据付贄などどう

外資産を事業のように供するために直接要した費

用を含む）をいいます。

資産の名称等
資産の名称及び規格等を記入してください。

数量
資産の数量を記入してください。

取得年月
資産を実際に取得した年月を記入してください。

年号は、令和「5 」　平成「4 」　昭和「3」になります。

※電算処理されている方は

　記入してください

減価残存率

耐用年数に応ずる減価残存率を記入してください。

価額

15ページ「評価額の計算方法」により評価額を計

算し記入してください。

課税標準額の特例

課税標準額の特例（8ページ）の適用を受ける資

産については、次のように記入してください。

コードを記入する必要はありません。

率は、1/12の特例の場合は112、2/3の特例の場

合は203と記入してください。

課税標準額

決定価額の欄に記入した数字を記入してください。

課税標準額の特例の適用を受ける資産について

は、当該決定価額に特例率を乗じて得た額を記

入してください。

摘要
当該資産について次の事項を記入してください。
ア　課税標準額の特例がある資産について、そ

の適用条項（例：法349条の3第3項）
イ　割賦販売資産等、法第342条第3項の規定

の適用がある資産については、その旨の表
示と売主の名称等

ウ　耐用年数の変更があった場合はその旨の
表示

エ　短縮耐用年数を適用している資産について
はその旨の表示

オ　増加償却を行っている資産についてはその
旨の表示

カ　その他当該資産の価額の決定にあたって
必要な事項
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120 0

1

1

2
2
6
6
6

58
62
60
61
02

10
02
07
06
10

7
5
6
5
5

59

61
62

1
1
1
1
1

1
2

5

資産の種類
資産の種類に対応する

 1 から 6 までの数字を記入してください。

番号 資産の種類

 １ 構築物

 ２ 機械及び装置

 ３ 船舶

 ４ 航空機

 ５ 車両及び運搬具

 ６ 工具、 器具及び備品

(3)「種類別明細書（減少資産用）」（赤色）の各欄の記入方法

年度を記入してください。

申告年度
最初に申告した年度を記入してください。

（不明な場合は記入しなくて構いません。）

減少の事由及び区分
当該資産が減少した事由とその区分について、 

該当する者の番号にそれぞれ○で囲んでください。

（減少事由が「その他」の場合は、具体的な理由を

摘要に記入してください。）

所有者名を記入してください。

種類別明細書（減少資産用）のページ数を記入し

てください。

取得価額
減少した資産の取得価額を記入してください。

なお、 資産の一部が減少した場合は、 当該資産

の減少した部分に対する取得価額を記載してくだ

さい。

資産コード

種類別明細書に基づいて記入してください。

取得年月日
資産を実際に取得した年月を記載してください。

年号は、 令和「5」　平成「4」　昭和「3」になります。

資産の名称等

前年中に減少した資産の名称を記入してください。

数量

前年中に減少した資産の数量を記入してください。

摘要
ア　当該資産が減少した事由について「1.売却」

にあってはその売却先の名称等を、「2.滅失」
にあってはその滅失の理由等を、「3.移動」に
あってはその受け入れ先の所在地等を、「4.
その他」にあってはその減少の事由等を記人
してください。

イ　現象の区分が「3.一部」に該当する場合には
次の例のように記入してください。

　　（例：当初取得価格120万円（数量3）のうち40
万円（数量1)分減少）

ウ　その他当該資産が減少したことについて必要
な事項を適宜記入してください。

〇償却資産種類別明細書に

　基づいて記入してください。
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